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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

事業主として、従業員が安心して働ける環境を提供する

ため、作業の安全第一を考え、次の宣言をします。
１ 安全に関するリスクを評価し、適切な安全対策を講じます。

２ 潜在的な危険については、技術的な管理手段、教育等を行

い安全意識の向上を図ります。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、快適で安全な

職場づくりに努めます。
１ 作業手順書を遵守し、手順に則った作業をします。

２ 身体的に大きな負荷のかかる作業を特定し、災害や疾病に

繋がらないように配慮します。

３ 安全衛生に関する教育に積極的に参加し、安全意識を向上

させます。


